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1

法〈
目
次
・
一
条
〉

○
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法

�

昭
和
五
十
五
年

法
律
第
六
十
五
号

目
次第

一
章　

総
則
（
第
一
条
―
第
四
条
）

第
二
章　

農
業
経
営
基
盤
の
強
化
の
促
進
に
関
す
る
基
本
方
針
等

第
一
節　

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
基
本
方
針
及
び
農
業
経
営
基

盤
強
化
促
進
基
本
構
想
（
第
五
条
・
第
六
条
）

第
二
節　

農
地
中
間
管
理
機
構
の
事
業
の
特
例
等
（
第
七
条
―
第

十
一
条
の
十
）

第
三
節　

農
業
を
担
う
者
の
確
保
及
び
育
成
を
図
る
た
め
の
体
制

の
整
備
等
（
第
十
一
条
の
十
一
・
第
十
一
条
の
十
二
）

第
三
章　

農
業
経
営
改
善
計
画
及
び
青
年
等
就
農
計
画
等

第
一
節　

農
業
経
営
改
善
計
画
（
第
十
二
条
―
第
十
四
条
の
三
）

第
二
節　

青
年
等
就
農
計
画
（
第
十
四
条
の
四
―
第
十
五
条
）

第
三
節　

認
定
農
業
者
等
へ
の
利
用
権
の
設
定
等
の
促
進
（
第
十

六
条
）

第
四
章　

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
事
業
の
実
施
等

第
一
節　

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
事
業
の
実
施
（
第
十
七
条
）

第
二
節　

利
用
権
の
設
定
等
の
促
進
（
第
十
八
条
―
第
二
十
二
条

の
八
）

第
三
節　

農
用
地
利
用
改
善
事
業
の
実
施
の
促
進
（
第
二
十
三
条

―
第
二
十
六
条
）

第
四
節　

委
託
を
受
け
て
行
う
農
作
業
の
実
施
の
促
進
（
第
二
十

六
条
の
二
―
第
二
十
八
条
）

第
五
章　

雑
則
（
第
二
十
九
条
―
第
三
十
四
条
）

第
六
章　

罰
則
（
第
三
十
五
条
）

附
則第

一
章　

総
則

（
目
的
）

第
一
条　

こ
の
法
律
は
、
我
が
国
農
業
が
国
民
経
済
の
発
展
と
国
民
生

○
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
施
行
令

�

昭
和
五
十
五
年

政
令
第
二
百
十
九
号

農
業
経
営
基
盤
強
化

促
進
法

○
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
施
行
規
則

�

昭

和

五

十

五

年

農
林
水
産
省
令
第
三
十
四
号
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2

法〈
一
条

－

四
条
〉

活
の
安
定
に
寄
与
し
て
い
く
た
め
に
は
、
効
率
的
か
つ
安
定
的
な
農

業
経
営
を
育
成
し
、
こ
れ
ら
の
農
業
経
営
が
農
業
生
産
の
相
当
部
分

を
担
う
よ
う
な
農
業
構
造
を
確
立
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に

か
ん
が
み
、
育
成
す
べ
き
効
率
的
か
つ
安
定
的
な
農
業
経
営
の
目
標

を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
目
標
に
向
け
て
農
業
経
営
の
改

善
を
計
画
的
に
進
め
よ
う
と
す
る
農
業
者
に
対
す
る
農
用
地
の
利
用

の
集
積
、
こ
れ
ら
の
農
業
者
の
経
営
管
理
の
合
理
化
そ
の
他
の
農
業

経
営
基
盤
の
強
化
を
促
進
す
る
た
め
の
措
置
を
総
合
的
に
講
ず
る
こ

と
に
よ
り
、
農
業
の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

（
責
務
）

第
二
条　

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
効
率
的
か
つ
安
定
的
な
農
業
経

営
の
育
成
に
資
す
る
よ
う
農
業
経
営
基
盤
の
強
化
を
促
進
す
る
た

め
、
農
業
生
産
の
基
盤
の
整
備
及
び
開
発
、
農
業
経
営
の
近
代
化
の

た
め
の
施
設
の
導
入
、
農
業
に
関
す
る
研
究
開
発
及
び
技
術
の
普
及

そ
の
他
の
関
連
施
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
農
業
経
営
基
盤
の
強
化
の
実
施
）

第
三
条　

農
業
経
営
基
盤
の
強
化
を
促
進
す
る
た
め
の
措
置
は
、
農
用

地
の
保
有
及
び
利
用
の
現
況
及
び
将
来
の
見
通
し
、
農
用
地
を
保
有

し
、
又
は
利
用
す
る
者
の
農
業
経
営
に
関
す
る
意
向
そ
の
他
の
農
業

経
営
に
関
す
る
基
本
的
条
件
を
考
慮
し
、
か
つ
、
農
業
者
又
は
農
業

に
関
す
る
団
体
が
地
域
の
農
業
の
振
興
を
図
る
た
め
に
す
る
自
主
的

な
努
力
を
助
長
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
四
条　

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
農
用
地
等
」
と
は
、
第
二
十
二
条
の

八
を
除
き
、
次
に
掲
げ
る
土
地
を
い
う
。

一　

農
地
（
耕
作
（
農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九

号
）
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
耕
作
に
該
当
す
る
も
の

と
み
な
さ
れ
る
農
作
物
の
栽
培
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。）
の
目
的
に
供
さ
れ
る
土
地
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
又
は

農
地
以
外
の
土
地
で
主
と
し
て
耕
作
若
し
く
は
養
畜
の
事
業
の
た
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3

法〈
四
条
〉

め
の
採
草
若
し
く
は
家
畜
の
放
牧
の
目
的
に
供
さ
れ
る
土
地
（
以

下
「
農
用
地
」
と
総
称
す
る
。）

二　

木
竹
の
生
育
に
供
さ
れ
、
併
せ
て
耕
作
又
は
養
畜
の
事
業
の
た

め
の
採
草
又
は
家
畜
の
放
牧
の
目
的
に
供
さ
れ
る
土
地

三　

農
業
用
施
設
の
用
に
供
さ
れ
る
土
地
（
第
一
号
に
掲
げ
る
土
地

を
除
く
。）

四　

開
発
し
て
農
用
地
又
は
農
業
用
施
設
の
用
に
供
さ
れ
る
土
地
と

す
る
こ
と
が
適
当
な
土
地

２　

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
青
年
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
い

い
、
青
年
等
に
つ
い
て
「
就
農
」
と
は
、
農
業
経
営
の
開
始
又
は
農

業
へ
の
就
業
（
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
農
業
経
営
の
開

始
）
を
い
う
。

一　

青
年
（
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
範
囲
の
年
齢
の
個
人
を
い

う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）

二　

青
年
以
外
の
個
人
で
、
効
率
的
か
つ
安
定
的
な
農
業
経
営
を
営

む
者
と
な
る
た
め
に
活
用
で
き
る
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
も
の

と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の

三　

前
二
号
に
掲
げ
る
者
が
役
員
の
過
半
数
を
占
め
る
法
人
で
、
農

林
水
産
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の

農
業
経
営
基
盤
強
化

促
進
法

施
行
規
則〈
一
条

－

一
条
の
三
〉

（
青
年
の
年
齢
）

第
一
条　

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第

四
条
第
二
項
第
一
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
範
囲
の
年
齢
は
、

原
則
と
し
て
十
八
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満
と
す
る
。

（
効
率
的
か
つ
安
定
的
な
農
業
経
営
を
営
む
者
と
な
る
た
め
に
活
用

で
き
る
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
）

第
一
条
の
二　

法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る

者
は
、
年
齢
が
六
十
五
歳
未
満
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一　

商
工
業
そ
の
他
の
事
業
の
経
営
管
理
に
三
年
以
上
従
事
し
た
者

二　

商
工
業
そ
の
他
の
事
業
の
経
営
管
理
に
関
す
る
研
究
又
は
指

導
、
教
育
そ
の
他
の
役
務
の
提
供
の
事
業
に
三
年
以
上
従
事
し
た

者
三　

農
業
又
は
農
業
に
関
連
す
る
事
業
に
三
年
以
上
従
事
し
た
者

四　

農
業
に
関
す
る
研
究
又
は
指
導
、
教
育
そ
の
他
の
役
務
の
提
供

の
事
業
に
三
年
以
上
従
事
し
た
者

五　

前
各
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る

と
認
め
ら
れ
る
者

（
法
人
の
要
件
）

第
一
条
の
三　

法
第
四
条
第
二
項
第
三
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る

要
件
は
、
当
該
法
人
の
役
員
で
あ
る
同
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
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